
 

船舶インシデント調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 平成３１年１月１日 １６時４０分ごろ 

発生場所 沖縄県粟国
あ ぐ に

村粟国島南東方沖 

 粟国島灯台から真方位１２３°１０.３海里付近 

 （概位 北緯２６°２９.０′ 東経１２７°２２.４′） 

インシデントの概要 漁船翔生
しょうせい

丸は、航行中、主機が停止し、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 平成３１年１月１５日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 翔生丸、２.２トン 

 ＯＮ３－１７６１５（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９６－２６４６４号（船舶検査済票の番号） 

 ディーゼル機関、４サイクル、出力９５.６０kＷ、回転数毎分 

３,３００、４気筒、ボア１０２.５mm、使用燃料軽油 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向  北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 インシデントの経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、知人４人を乗せ、航行中、主機の

回転数が徐々に低下した後、主機が停止し、船長が何度か主機の始動

を試みたが、セルモータは回るものの、始動しなかった。 

本船は、船長が、運航不能と判断し、１１８番通報を行って救助を

要請し、来援した巡視船によりえい
．．

航され、粟国漁港沖で仲間の船に

えい
．．

航を引き継がれて粟国漁港に帰港した。  

船長は、本インシデント後、主機の燃料油系統を点検したところ、

燃料油こし器が燃料油タンクからのスラッジにより閉塞し、主機への

燃料油供給が途絶していたことを認めた。 

分析  本船は、航行中、燃料油こし器が燃料油タンクからのスラッジによ

り閉塞したことから、主機への燃料油の供給ができなくなって主機が

停止し、運航不能となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、航行中、燃料油こし器が燃料油タンク

からのスラッジにより閉塞したため、主機への燃料油の供給ができな

くなって主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定期的に燃料油タンク内のスラッジ等の有無を点検し、スラッジ



 

の発生を認めた場合、同タンク内の清掃を行うこと。 

 


